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☆主要判決全文紹介［知財高裁］［上］………… ⑴

　本件発明１は、本件発明の効果は格別の効果を奏しえたことを根拠に、当業者が容易に考え付いたこ
とではないと判断した特許無効審判の審決取消訴訟で、本件発明の解決手段並びに効果及びその確認手
段等が検討され、本件発明の効果は確認手段が十分に示されていないなどとして甲１発明及び技術常識
から見て当業者が予測し得ないほどの格別顕著なものではないと裁判所は判断し、審決が取り消された
事例である。

第１　裁判所の判断

≪知的財産高等裁判所≫
特許無効審決（不成立）取消請求事件

（「ソルダペースト組成物及びリフローはんだ付方法」（特許第4447798号）発明
の容易想到性誤認事件）［上］（全２回）

－平成29年（行ケ）第10063号、平成30年２月20日判決言渡－
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１　本件各発明
本件各発明に係る特許請求の範囲の記載は、下記（第３の２）のとおりである。

２　本件各発明の概要
⑴　本件各発明は、特に、鉛及び亜鉛を含まないはんだ合金粉末を用いた場合に好適なソルダペース

ト組成物及びこれを用いたリフローはんだ付け方法に関する（【0001】）。従来、電子部品の表面実装
におけるリフローはんだ付けに用いるソルダペーストは、Ｓｎ－Ｐｂ系のはんだ粉末を含むものが
大部分を占めていたが、環境や人体への影響に対する問題から、鉛を含まないはんだ材料が開発され、
Ｓｎ－Ａｇ合金、Ｓｎ－Ａｇ－Ｃｕ合金等のいわゆる無鉛系のはんだ合金粉末が用いられるように
なってきた（【0002】）。

⑵　上記の無鉛系のはんだ合金粉末は、融点が約200〜220℃と高いので、そのはんだ粉末を含有する
ソルダペーストを用いたリフローはんだ付け方法では加熱時のピーク温度を230〜240℃にする必要
があり、熱に弱い電子部品の熱損傷による機能劣化等を起こさせるという問題点がある。この問題
点を改善するために、プリヒート時に、従来より高い温度で加熱する、いわゆるヒートパターンを
変更することにより、電子部品の熱損傷を緩和する試みが行われているが、この方法ではプリヒー
ト時の加熱の熱量が増えるため、はんだ合金粉末及びフラックスが過度に熱せられることになって
酸化による熱劣化を起こしやすく、リフロー時にフラックス膜やはんだ粉末に不溶物が生じ、はん
だ付け強度を低下させる等のはんだ付け性の特性を低下させてしまうという別の新たな問題を引き
起こす（【0003】）。

⑶　本件各発明は、上記の問題に対し、無鉛系はんだ粉末にヒンダードフェノール系化合物を併用し
たソルダペーストを用いることにより、無鉛系はんだ粉末とソルダペースト膜のリフロー時の劣化
を防止するというものである（【0005】）。

本件各発明においては、分子量が少なくとも500であるヒンダードフェノール系化合物からなる酸
化防止剤を併用することにより、高温のリフロー時においても無鉛系はんだ粉末及びフラックス膜
の熱劣化を防止することができ、はんだ付け性の特性が低下せず、リフロー時のヒートパターンの
変更により高温に弱い電子部品の熱損傷を避けることができ、これにより回路の信頼性の高い実装
基板を得ることができるソルダペースト組成物及びリフローはんだ付け方法を提供することができ
る（【0018】）。

３　取消事由１について
⑴　甲１発明

甲１発明は、低残渣タイプのはんだ付け用フラックス及びクリームはんだに、分子内に第３ブチ
ル基のついたフェノール骨格を含む酸化防止剤を配合し、低固形分であってもフロー及びリフロー
中の基板や部品及びはんだ再酸化を防止することを可能としたはんだ付け用フラックス及びクリー
ムはんだを供給するものである。

⑵　検討
ア　甲１文献を主引例とする進歩性の判断につき、本件審決は、甲１発明において、本件発明１と

甲１発明との相違点１に係る本件発明１の特定事項とすることは当業者が容易に想到し得ること
であるが、本件発明１は当業者が予測し得ない格別の効果を奏するものであることから、本件発
明１は甲１発明に基づき当業者が容易に発明することができたものではない旨判断する。そこで、
この点について検討する。

イ　本件明細書の記載について
（ｱ）　本件発明１は、高温のリフロー時においても無鉛系はんだ粉末及びフラックス膜の酸化によ

る熱劣化を防止することをその課題の１つとする。


